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介護労働市場の状況・介護労働者の就業状況介護労働市場の状況・介護労働者の就業状況

○ 介護労働者は年々増加傾向
→ 平成１２年の約５５万人から平成１８年で約１１７万人と約２．１倍に増加
平成２６年には１４０万～１６０万人の介護労働者が必要（試算）

○ 全職業と比較して高い有効求人倍率（介護関連職種）
→ 平成１９年度では、全職業（常用（含むパート））で０．９７倍に対し、介護関連職種２．１０倍
東京と愛知では３．５２倍と都市部で高い傾向

○ 女性の占める割合が高い（介護従事者の約８割）

○ 訪問系では非正社員の占める割合が約７割

○ 高い入職率と離職率（入職率約２７％、離職率約２２％）
→ 介護職員数１１２万人（０５年）にかけると、年間約３１万人が新しく事業所・施設に入職し、
約２４万人が離職（他の介護事業所への転職を含む）。

○ 全労働者平均と比較して低い給与水準

○ 潜在的有資格者等が多数存在
（介護福祉士47万人のうち福祉・介護サービスに従事しているのは約27万人（平成17年現在））
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介護職員数の推移（常勤・非常勤別）介護職員数の推移（常勤・非常勤別） （実人員）（実人員）

介護職員数は年々増え続けており、平成１２年の約５５万人から平成１８年には約１
１７万人（平成１２年の約２．１倍）に達している。非常勤の占める割合は概ね増加し
ており、平成１８年では４１％となっている。

※介護職員数は実人員。

※「常勤」とは施設・事業所が定めた勤務時間のすべてを勤務している者、「非常勤」とは常勤者以外の従事者（他の施設、事業所にも勤務するなど収入及び時間的拘束の伴う仕事を

持っている者、短時間のパートタイマー等）。

資料出所：「介護サービス施設・事業所調査」（厚生労働省大臣官房統計情報部）
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有効求人倍率の推移有効求人倍率の推移

平成５ 平成10 平成11 平成12 平成13 平成14 平成15 平成16 平成17 平成18 平成19

全
職
業

常用

（含パート）
0.70 0.48 0.47 0.60 0.54 0.54 0.66 0.83 0.94 1.02 0.97

常用

（除パート）
0.66 0.40 0.38 0.47 0.42 0.41 0.53 0.71 0.84 0.92 0.87

常用的パー
トタイム 1.06 1.08 1.08 1.39 1.28 1.28 1.45 1.32 1.29 1.35 1.30

介
護
関
連
職
種

常用

（含パート） － － － － － － － 1.14 1.47 1.74 2.10

常用

（除パート） － － － － － － － 0.69 0.97 1.22 1.53

常用的パー
トタイム － － － － － － － 2.62 2.86 3.08 3.48

【参考】

介護職員数
－ － － 548,924 661,588 755,810 884,981 1,002,144 1,124,691

○ 介護関連職種の有効求人倍率は最近急速に高まっており、全職業と比較して高い傾向にある。

（出典） 職業安定業務統計。数値は年度内各月の平均値。

○有効求人倍率の地域格差： 介護関連職種（常用（含パート）） 東京都、愛知県 3.52倍～ 沖縄県 0.78倍

（注）介護関連職種：福祉施設指導専門員、福祉施設寮母・寮父、その他の社会福祉専門の職業、家政婦（夫）、ホームヘルパー
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（単位：％） （単位：％）
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事業所の種類別・年齢階層別・男女別介護職員の状況事業所の種類別・年齢階層別・男女別介護職員の状況

資料出所：「介護サービス施設・事業所調査」（平成１６年）（厚生労働省大臣官房統計情報部）

注）常勤者の年齢階層別男女別割合である。

介護職員を年齢別に見ると、２９歳以下の者が約４０％を占め、平均年齢は３６．５
歳となっている。
また、男女別にみると、女性の割合が約78％となっている。
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介護労働者の就業形態（正社員・非正社員別）介護労働者の就業形態（正社員・非正社員別）

全体では、「正社員」が４８.３％、「非正社員」が５０.９％で「非正社員」の方がや
や多く、訪問系では「非正社員」の割合が７０％を超えている。

※「正社員」 ：雇用している労働者の雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者を除いた者。
「非正社員」 ：正社員以外の労働者（契約社員、嘱託社員、臨時的雇用者、パートタイム労働者）。
※「施設系（入所型）」：短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護

老人福祉士施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
「訪問系」：訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援

資料出所：「平成19年度介護労働実態調査」（(財)介護労働安定センター）
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※正社員は一般労働者よりも概念が狭く、非正社員は、パートタイム労働者よりも概念が広いため、単純に全労働者の一般労働者、パートタイム労働者と介護職
員の正社員、非正社員との入職率や離職率を比較するには注意が必要である。

※正社員：雇用している労働者の雇用期間の定めのない者のうち、パートタイム労働者や他企業への出向者を除いた者。
※非正社員：正社員以外の労働者（契約社員、嘱託社員、臨時的雇用者、パートタイム労働者）。
※一般労働者：常用労働者のうちパートタイム労働者を除いた者。
※パートタイム労働者：常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者をいう。

ア １日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。
イ １日の所定労働時間が一般の労働者と同じで一週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者。

※入（離）職率：訪問介護員＋介護職員：平成18年９月１日の従事者数に対するその後１年間の採用（離職）者数の割合。
※全労働者：平成19年１月１日現在の常用労働者数に対する１月１日から12月の期間中の入（離）職者の割合。

【資料出所】
訪問介護員＋介護職員：事業所における介護労働実態調査（平成20年７月）（介護労働安定センター）
全労働者 ： 雇用動向調査（平成19年）（厚生労働省大臣官房統計情報部）

入職率・離職率（全体）入職率・離職率（全体）

訪問介護員＋介護職員

入職率 離職率

計 27.4 21.6

正社員 26.6 20.0

非正社員 28.0 22.8

（参考）

全労働者

入職率 離職率

計

15.9 15.4

男 13.6 13.0

女 19.0 18.8

一般労働者 12.5 12.2

パートタイム労働者 26.7 25.9
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○ 介護職員と訪問介護員を合わせた離職率は、全産業平均よりも高い水準にある。

○ 離職率については、離職率の高い事業所と低い事業所の二極化が見られる。

（出典）平成19年度介護労働実態調査（（財）介護労働安定センター）

※全産業平均の出典は「平成19年雇用動向調査結果（厚生労働省）」

※全産業については「全体」は「常用労働者」、「正社員」は「一般労働者」、「非正社員」は
「パートタイム労働者」を指す。

（注）訪問介護員：介護保険法の指定を受けた訪問介護事業所で働き、高齢者等の家庭

を訪問して家事などの生活援助、入浴などの身体介護を行う者

介護職員：訪問介護以外の介護保険の指定介護事業所で働き、直接介護を行う者

離職率階級別に見た事業所割合
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きまって支給する現金給与額

　　　

歳 年 千円 千円 千円 千円

全労働者 41.0 11.8 330.6 301.1 915.4 4,528.6

男性労働者 41.9 13.3 372.4 336.7 1,078.4 5,118.8

女性労働者 39.2 8.7 241.7 225.7 568.4 3,276.8

福祉施設介護員（男） 32.6 4.9 225.9 213.6 514.2 3,077.4

福祉施設介護員(女） 37.4 5.2 204.4 193.7 446.8 2,771.2

ホームヘルパー（女） 45.3 5.1 207.4 194.0 304.8 2,632.8

介護支援専門員（女） 45.0 7.1 261.8 253.3 636.3 3,675.9

看護師（女） 35.8 6.6 313.4 279.9 801.0 4,159.8

看護補助者（女） 43.9 6.7 196.0 182.4 465.2 2,654.0

区        分

企業規模計

年収試算額
年齢 勤続年数

年間賞与その他特別給
与額所定内

給与額

（注）　賃金構造基本統計調査は年収は調査していないが、下記算式により参考数値として試算した。

　　　　年収試算額　　＝　　「所定内給与額　　×　　１２ヶ月　　＋　　年間賞与その他特別給与額」

◎「きまって支給する現金給与額」とは、　労働契約、労働協約あるいは、事業所の就業規則などによってあらかじめ定められている支給
　条件、算定方法によって支給された現金給与額。手取額でなく、税込みの額。
　　現金給与額には、基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含む。

◎「所定内給与額」とは、月間きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額以外のものをいう。

資料出所：平成１９年賃金構造基本統計調査（厚生労働省大臣官房統計情報部）

職種別きまって支給する現金給与額等職種別きまって支給する現金給与額等
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1000

2000

3000

4000

5000

6000

　　～１７歳 ２０～２４歳 ３０～３４歳 ４０～４４歳 ５０～５４歳

看護師（女）【３７５,１８０人】 准看護師（女）【１７５,３６0人】

介護支援専門員（女）【２９,７６０人】 ホームヘルパー（女）【３８,９２０人】

福祉施設介護員（女）【２３３,２４０人】

（千円）

資料出所：「平成19年賃金構造基本統計調査（厚生労働省）」

職種別常用一般労働者の年収職種別常用一般労働者の年収

○ 医療分野の他の専門職や他産業と比較して賃金が低い。
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約半分がいずれは介護
業務に従事したいとの意向

1年以内にしたいと考えている
：１０．６％
将来的にはしたいと考えている
：３８．８％

介護の職場への復帰の促進
都道府県福祉人材センターによる潜在的介護福祉
士に対する再研修等の重点的実施（平成１９年度

予算）等

介護福祉士資格取得者約47万（平成17年９月末現在）※

※ 介護福祉士資格取得者数については、できる限り時点をそろえるため、平成1７年９月末現在の人数を用いているが、平成1９年３月末現在では約56万4千

人となっている。

資料出所：介護保険事業の介護職員・介護福祉士数：介護サービス施設・事業所調査（平成17年10月１日）（実人員ベース）
介護保険事業以外の介護職員・介護福祉士数：社会福祉施設等調査（平成17年10月１日現在）（実人員ベース）＜介護福祉士数が分かる施設のみ＞
不就労介護福祉士の就労意向：介護福祉士現況調査（平成14年３月）介護福祉士会調査

介護保険事業に従事する

潜在的介護福祉士

約20万人

介護福祉士 約26万人

介護保険事業以外に従事する
介護福祉士 約1.1万人

潜在的介護福祉士の状況潜在的介護福祉士の状況

介護保険事業に従事する介護職員　約１１２万人

介護等の業務に従事していない、いわゆる潜在的介護福祉士は、推計すると約20万人（平成17年9月末現在
の登録者数約47万人に対して約４割）となっている。

介護福祉士会が会員に対して行った調査では、潜在的介護福祉士のうち約５割がいずれは介護業務に従事
したい意向を持っている。

介護保険事業以外に従事する介護職員 約３万７千人
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福祉・介護人材確保に係る関係機関の連携福祉・介護人材確保に係る関係機関の連携

○ 福祉・介護人材の確保に当たり、都道府県レベルにおいて、関係機関による連携の仕組みをつくることが重要。

○ 特に、福祉サイドだけでなく、労働・教育施策との関係に留意。

○ 福祉・介護人材の確保に当たり、都道府県レベルにおいて、関係機関による連携の仕組みをつくることが重要。

○ 特に、福祉サイドだけでなく、労働・教育施策との関係に留意。

働く人

新規学卒者 有資格者
（潜在介護福祉士等）

転職者 地域住民
（中高齢、主婦層等）

働く場所

福祉・介護の事業所・施設

介護福祉士等養成施設
ハローワーク

都道府県福祉人材センター

中学、高校、大学 市町村

職能団体

介護労働安定センター

都道府県労働局

都道府県（福祉、雇用、教育）
【企画委員会】
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「社会福祉士及び介護福祉士法」の改正（平成19年12月5日公布）やこれに基づく教育カリキュラムの見直しにより、対応。

福祉・介護分野における人材確保の方策について福祉・介護分野における人材確保の方策について
【我が国の将来展望】 【福祉・介護分野における現状の課題】

・ 少子高齢化の進展により、65歳以上の人口は、平成17年の約2,580万
人から平成42年には約3,670万人へ増加。

・ 認知症高齢者は平成17年の約170万人から平成27年には約250万人
にまで増加。

・ これに伴い、生産年齢人口（15歳～64歳）は、平成17年の約8,440万人
から平成27年には約7,680万人にまで減少。

・ 労働力人口も平成16年の約6,640万人から平成42年には労働力確保
のための各種施策を講じたとしても約6,110万人にまで減少。

・ 少子高齢化の進展により、65歳以上の人口は、平成17年の約2,580万
人から平成42年には約3,670万人へ増加。

・ 認知症高齢者は平成17年の約170万人から平成27年には約250万人
にまで増加。

・ これに伴い、生産年齢人口（15歳～64歳）は、平成17年の約8,440万人
から平成27年には約7,680万人にまで減少。

・ 労働力人口も平成16年の約6,640万人から平成42年には労働力確保
のための各種施策を講じたとしても約6,110万人にまで減少。

・ 給与の水準が他分野と比較して低水準。
※ 全労働者の平均賃金（月給）：約33万円
↓
福祉施設介護員（男性）：約23万円
福祉施設介護員（女性）：約21万円
ホームヘルパー（女性）：約20万円

・ 入職率・離職率が高い。
※ 全労働者の入職率：約16％、離職率約16％
↓
介護職員の入職率：約29％、離職率約20％

・ 非常勤職員の割合が高い。
※ 介護保険サービスに従事する者の約４割が非常勤職員（ホームヘルプの場合、約８割）

・ 給与の水準が他分野と比較して低水準。
※ 全労働者の平均賃金（月給）：約33万円
↓
福祉施設介護員（男性）：約23万円
福祉施設介護員（女性）：約21万円
ホームヘルパー（女性）：約20万円

・ 入職率・離職率が高い。
※ 全労働者の入職率：約16％、離職率約16％
↓
介護職員の入職率：約29％、離職率約20％

・ 非常勤職員の割合が高い。
※ 介護保険サービスに従事する者の約４割が非常勤職員（ホームヘルプの場合、約８割）

○ 少子高齢化の進展等による高齢者の増加等により、福祉・介
護ニーズの拡大が予測。

○ 将来的には労働市場全般的に労働者の確保が困難に。 ○ 福祉・介護分野の労働者の労働環境の改善が必要。

少子高齢化の進展等により多様化・高度化する福祉・介護ニーズの拡大に備えるとともに、専門性
を高めることにより社会的評価を向上させていく観点から、資質の高い人材の確保・養成が急務。

キャリアアップ
の仕組みの構築

福祉・介護サービス
の周知・理解

潜在的有資格者等
の参入の促進

多様な人材の
参入・参画の促進

労働環境の改善

総合的な人材確保対策が必要

福祉人材確保指針の策定（平成19年8月28日）
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介護人材の確保・介護従事者の処遇改善

訪問系
サービス

通所系
サービス

施設系
サービス

地
域
毎
の
人
件
費
を
踏
ま
え
た
見
直
し
等

１．介護従事者の人材確保・処遇改善

人件費の地域
差への対応

専門性への評価・
介護従事者の定着促進

負担の大きな
業務への評価

・研修実施等の評価

・有資格者割合の評価

・有資格者割合の評価
・一定以上の勤続年数者
割合の評価

・有資格者割合の評価

・一定以上の勤続年数者
割合の評価

・常勤者割合の評価

サービス提供責任者の
業務への評価

認知症患者や独居高齢者
へのケアマネ業務の評価

個別ニーズに応じた
対応への評価

看護体制の評価

重度化・認知症対応の
ための評価

夜勤業務への評価

看取り業務への評価

平成21年度介護報酬改定 （＋３％改定）
処遇改善の取組への

総合支援策

雇用管理改善に取り組む
事業主への助成（※）

効率的な経営を行うため
の経営モデルの作成・提
示

介護報酬改定の影響の
事後的検証（※）

介護従事者の給与等処遇
に関する情報公表の推進

２．医療との連携や認知症ケアの充実

（１）医療と介護の機能分化・連携の推進
（２）認知症高齢者等の増加を踏まえた認知症ケアの推進

潜在的有資格者養成支援
等の介護人材確保策（※）

社会的評価を高めるため
の広報・普及（※）

（※）予算要求項目（１）サービスの質を確保した上での効率的かつ適正なサービスの提供
（２）平成18年度に新たに導入されたサービスの検証及び評価の見直し

３．効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証
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平成平成2020～～2121年度における福祉・介護人材確保対策の全体像年度における福祉・介護人材確保対策の全体像

【福祉・介護分野が抱える主な課題】

（福祉・介護人材の労働環境を整備） （福祉・介護人材の定着を支援） （福祉・介護人材の参入を促進）

給与面を始め、労働環境が
厳しい

給与面を始め、労働環境が
厳しい

離職率が高く、人材がなか
なか定着しない

離職率が高く、人材がなか
なか定着しない

介護福祉士養成校の定員割
れなど、若い人材を中心に、人

材の参入が減少

介護福祉士養成校の定員割
れなど、若い人材を中心に、人

材の参入が減少

○ 新たに福祉・介護分野に従事した者に
対する巡回相談等の実施

○ 介護人材の処遇改善等を図るための介護報酬の＋３％改定と、それに伴う介護保険料の
急激な抑制

○ 介護事業主団体や地方公共団体等に対して、人材確保対策や雇用管理改善対策のための
事業等を委託

○ 介護福祉機器（移動リフト等）の導入費用の助成

○ 処遇改善等のための各種人事制度を導入・運用し、かつ、採用・募集、健康管理等の雇用
管理改善事業を実施した場合の助成

○ 年長フリーター等を一定期間以上雇い
入れた事業主に対する助成

○ 介護福祉士養成施設等に入学を希望す
る者に対する修学資金貸付事業の拡充

○ 離職者の福祉・介護分野への参入を促
進するため、離職者訓練を拡充

○ 学生や教員に対し、福祉・介護の仕事の
魅力を伝えるための相談助言

○ 潜在的有資格者等の再就業を促進する
ための研修の実施

○ 福祉・介護の仕事に関心を有する者に対
する職場体験の機会の提供

○ 母子家庭の母の自立促進のため、介護
福祉士等の資格取得を支援

青枠は平成20年度
補正予算で措置

福祉・人材確保対策の充実・強化

16



17

社会保障国民会議社会保障国民会議 最終報告（最終報告（2020年年1111月４日）月４日）

【抜粋】
３ 中間報告後の議論
（２） 能力開発政策
② 職業能力開発施策体制の強化
職業能力訓練校等のコース・カリキュラムを介護などの今後一層成長が見込まれ

る分野のウエイトを高めるよう見直すとともに、その内容も就労時に実際に求められ
る能力の開発につながるものとするなど、就労ニーズに即した能力開発の実現に向
け、至急かつ継続的に取り組むべきである。
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新たな雇用対策に関する提言（新たな雇用対策に関する提言（2020年年1212月５日）月５日）
（与党新雇用対策に関するプロジェクトチーム）（与党新雇用対策に関するプロジェクトチーム）

【抜粋】
２. 再就職支援対策（雇止めに係る者の対策を含む）
雇用のセーフティネット機能の強化、地域の実情に応じた雇用機会の開発、派遣労

働者等へのワンストップによるきめ細かな相談・援助、住宅の確保、職業訓練の拡充
等の対策を強化し、円滑な再就職を促進する。

⑨ 安定雇用の実現に向けた長期間の訓練の実施
今後雇用の受け皿として期待できる分野（介護分野等）での安定雇用に向け、長
期間の訓練を大幅に拡充する。
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他産業からの離職者を介護人材として養成

ハローワーク
（福祉人材コーナー
（仮称）設置）
・介護関連職種の
労働市場の説明
・担当者制による
きめ細かい職業相談

離職者 担
い
手
不
足
の
施
設
等
を

担
い
手
不
足
の
施
設
等
を

支
え
る
介
護
人
材
と
し
て
活
躍

支
え
る
介
護
人
材
と
し
て
活
躍

・離職者訓練（施設内・委託）

・介護職員基礎研修
（介護労働安定センター実施）

離職者訓練（◎新設○拡充）

介護未経験者
確保等助成金

雇入助成

約20，000人
（推定）

都道府県労働
局を通じ支給
50万円

（年長フリーター100万円）
※労働者1人当たり
←補正により12月1
日より制度開始
年長フリーター等は

２次補正

ハローワークを通じた求職者対策を糸口として、受講斡旋に基づく職業訓練、都道府
県労働局支給の雇入れ助成等関係の政策資源を総動員し、他産業からの離職者ができる
だけスムーズに人材不足の介護業界（施設等）で活躍できる道を開く。

事業所の
魅力ＵＰ
（雇用管
理改善）
にも留意

受講あっせん

訓練受講のメリット
・訓練期間中の雇用保険給付の延長
・生活費貸し付け（12万円まで、一定要件あり）

＋約11，000人（19年度実績）

◎より高度な技能の養成
6ヶ月訓練（ヘルパー１級）：6，000人（見込み）
2年訓練（介護福祉士）：3，760人（見込み）

○即戦力養成
3ヶ月訓練（ヘルパー2級）

2，730人（見込み）

介護職員基礎研修：2,240人（20年度計画数）
※介護労働安定センター実施分（500Hのみ）

約26，000人
（推定）

★実線は21年度新規、

★破線は既存の予算措置
分



③介護福祉士

②介護職員基礎研修

＜国家資格＞

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者
主任介護職員

訪問介護員(常勤)等

＜上級レベル＞

①訪問介護員(ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ)
養成研修１級課程

＜中級レベル＞

ｻｰﾋﾞｽ提供責任者
等

①訪問介護員(ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ)
養成研修２級課程

＜初級レベル＞

訪問介護員(新人)
等

平成２４年度を
目途に介護職員
基礎研修に一元
化する予定

①訪問介護員（ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ）養成研修

３級課程

H２１.４～

介護報酬算定外

「介護職員基礎研修について」厚生労働省老健局（平成20年2月）

20

介護保険制度における介護従事者の資格
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全国社会福祉協議会

「介護サービス従事者の研修体系のあり方
について 」最終まとめ（平成18年3月）

介護職員の養成研修体系とキャリアパス介護職員の養成研修体系とキャリアパス
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全国社会福祉協議会「介護福祉士ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ研修」（平成20年9月）
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全国社会福祉協議会「介護福祉士ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ研修」（平成20年9月）
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日本介護福祉士会HPより
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在職者のキャリア形成支援について（現状）在職者のキャリア形成支援について（現状）

キャリア形成促進助成金

（雇用・能力開発機構）

・訓練等支援給付金

・職業能力評価推進給付金

・地域雇用開発能力開発助成金

・中小企業雇用創出等能力開発
助成金

教育訓練給付制度（国）

労働者が自ら費用を負担して一
定の教育訓練を受けた場合に、
その教育訓練に要した費用の一

部に相当する額を支給。

○介護能力開発アドバイザー

能力開発に関する相談

○介護労働サービスインストラクター

雇用管理に関する相談

○介護雇用管理相談員

介護雇用管理助成金に関する
相談・申請

○介護講習（自主事業）

訪問介護員養成研修、短期専
門コース、介護福祉士試験準備
講習等

在職者（従業員）

各種講習

（団体・社会福祉協議会等主催）

事 業 主

支援 支援

指導助言・情報提供等

（都府県職業能力開発協会）

「職業能力開発サービスセン
ター」での指導・助言、情報提供
等

(財)介護労働安定センター

職業能力開発推進者の選任

事業内職業能力開発計画の作成

事業内で実施する教育訓練

教育訓練等の実施

事業外に派遣して行う教育訓練等

自己啓発援助

25

＜離転職向け＞
○介護講習（交付金事業）
介護職員基礎研修
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教教 育育 訓訓 練練 給給 付付 制制 度度

１. 概要
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るため、労働者が
自ら費用を負担して、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人がその教育訓
練施設に支払った経費の一定割合に相当する額を支給する雇用保険の給付制度です。

２．対象者
雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった方（支給要件期間が３年以上の者。ただし、

初回に限り、１年以上の方。）。

３． 給付額
受講生本人が支払った教育訓練経費の２０％に相当する額（ただし、１０万円を超える場

合の支給額は１０万円とし、４千円を超えない場合は支給されません。）。

４． 対象となる講座について
教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格
などをめざす講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。
厚生労働大臣が指定する講座については、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめら
れており、お近くのハローワークで閲覧できるほか、中央職業能力開発協会ホームページ「厚生労
働大臣指定教育訓練講座検索システム」でもご覧になれます。
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支給申請から支給までの流れ支給申請から支給までの流れ

ハロー
ワーク

※支給要件照会・・・教育訓練給付金の受給資格の有無及び受講を希望する講座が厚生労働大臣の指定
を受けているかどうか、希望に応じて、照会することができます。

《④支給》

《③支給申請》

《①受講、費用負担》

《②領収書、教育訓練
修了証明書の発行》

（※支給要件照会）

（回答）

受講者

教育訓練
施 設

５． 講座の指定申請について
教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定する教育訓練講座は、教育訓練を実施する者
が指定を希望する教育訓練講座にかかる「教育訓練実施状況調査票」等の必要書類を提出した場
合であって、その内容が「教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練の指定基準」 (pdfファイル）
に合致することが確認されるものです。 詳しくは、「教育訓練給付制度の講座指定等に関するＱ＆
Ａ」をご覧ください。
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教育訓練給付の対象講座について教育訓練給付の対象講座について

平成20年10月１日現在

• 全対象講座数 5,236講座

• うち社会福祉・保健衛生関係 829講座
（ホームヘルパー、社会福祉士、管理栄養士等）

※職業能力開発局育成支援課調べ
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１．概 要１．概 要

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象

として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力

評価の実施を行う事業主に対して助成するもので、以下の４種類があります。

○ 訓練等支援給付金

○ 職業能力評価推進給付金

○ 地域雇用開発能力開発助成金

○ 中小企業雇用創出等能力開発助成金

※ 支給要件等の詳細については、 最寄りの独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センターに、お問い合わせください。

TEL ０５７０－００１１５４ （ただし、携帯電話・PHSはご利用できません。NTT回線以外の方は一部つながらない場合もあります。）
ご利用時間 ９：００～１７：００（土・日・祝は休業）

独立行政法人雇用・能力開発機構

２．支給機関２．支給機関

キャリア形成促進助成金キャリア形成促進助成金


